
建設業界における
働き方改革への取り組み

資料－２



建設事業をとりまく現状 （建設投資、許可業者数及び就業者数の推移）
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（年度）

出典：国土交通省「建設投資見通し」・「建設業許可業者数調査」、総務省「労働力調査」
注１ 投資額については令和２年度（2020年度）まで実績、令和３年度（2021年度）・令和４年度（2022年度）は見込み、令和５年度（2023年度）は見通し
注２ 許可業者数は各年度末（翌年３月末）の値
注３ 就業者数は年平均。平成23年（2011年）は、被災３県（岩手県・宮城県・福島県）を補完推計した値について平成22年国勢調査結果を基準とする推計人口で遡及推計した値

（兆円） （千業者、万人）

就業者数のピーク
685万人（H9年平均）

就業者数
ピーク時比
▲29.5%

483万人
（令和５年平均）

475千業者
（令和４年度末）

許可業者数
ピーク時比
▲21.0%

70.3兆円
（令和５年度見通し）

建設投資
ピーク時比
▲16.2％

許可業者数のピーク
601千業者（H11年度末）

建設投資のピーク
84兆円（H4年度）

就業者数：619万人
許可業者数：531千業者

○ 建設投資額はピーク時の平成４年度：約84兆円から平成22年度：約42兆円まで落ち込んだが、その後、
増加に転じ、 令和５年度は約70兆円となる見通し（ピーク時から約16％減）。

○ 建設業者数（令和４年度末）は約47万業者で、ピーク時（平成11年度末）から約21％減。
○ 建設業就業者数（令和５年平均）は483万人で、ピーク時（平成９年平均）から約30％減。



建設事業をとりまく現状 （建設業就業者の現状）

2

出所：総務省「労働力調査」（令和４年平均）をもとに国土交通省で作成

10年後には
大半が引退

建設従事者の年齢構成分布（全国）建設業の年齢階層別構成比の推移（全国）
（％）

（年）

建設業就業者は、55歳以上が35.9％、29歳以下が11.7%と高齢化
が進行し、次世代への技術承継が大きな課題。

令和４年度は、実数ベースでは、建設業就業者数のうち令和３年
と比較して55歳以上が1万人増加（29歳以下は2万人減少）。

出典：総務省「労働力調査」を基に国土交通省で算出
（ ※ 平成23年データは、東日本大震災の影響により推定値）

51.1

26.5

30.9

41.6

42.9

30.3

24.6

18.9

20.2

13.2

1.9

0 10 20 30 40 50 60

65歳以上

60～64歳

55～59歳

50～54歳

45～49歳

40～44歳

35～39歳

30～34歳

25～29歳

20～24歳

15～19歳

（万人）

（年齢階層）

77.6万人
25.7％

35.3万人
11.7％

若年入職者の確保・
育成が喫緊の課題

60歳以上の技能者は全体の約４分の１（25.7%）を占めており、10
年後にはその大半が引退することが見込まれる。
これからの建設業を支える29歳以下の割合は全体の約12％程度。
若年入職者の確保・育成が喫緊の課題。

全産業（５５歳以上）

全産業（２９歳以下）

35.9

11.7

○ 今後、中長期的には、60代以上が大量離職（引退による退職）する可能性。

○ 担い手の確保、育成が喫緊の課題。



建設事業をとりまく現状 （実労働時間及び出勤日数の推移：建設業と他産業の比較）
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建設業における休日の状況（技術者・技能者）年間出勤日数・実労働時間の推移

建設業では、年間の
出勤日数は全産業と
比べて12日多い（製
造業と比べて14日多
い）。

出典：厚生労働省「毎月勤労統計調査」年度報より国土交通省
作成
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技術者
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全体

公共工事
の受注が
ほとんど

民間工事
の受注が
ほとんど

「４週６休程度」が多い

公共工事の方が「４週８休（週休２日以上）」の割合が
高い

0% 20% 40% 60% 80% 100%

4週8休（週休2日）以上 4週7休程度 4週6休程度

4週5休程度 4週4休程度以下 不定休

技術者・技能者ともに４週８休（週休２日）の確保ができていな
い場合が多い。

出典：国土交通省「適正な工期設定による働き方改革の推進に関する調査」
（令和５年５月31日公表）

建設業における平均的な休日の取得状況
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○厚生労働省「毎月勤労統計調査」
パートタイムを除く一般労働者

（時間）
建設業では、年間の
総実労働時間は全
産業と比べて68時間

長い（製造業と比べ
て50時間長い）。

担い手の処遇改善、働き方改革、生産性向上を一体として進めることが必要



改正の概要

建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律
令和６年６月７日成立
公布から３ヶ月後、６ヶ月後、
１年６ヶ月後順次施行
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公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部等を改正する法律
令和６年６月１２日成立
令和６年６月１９日公布・施行
（測量改正の７年４月施行部分を除く）
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建設業における２０２４問題

法定労働時間

法定労働時間を超えて労働者に時間外労働や法定休日に労働させる場合には、労働基準法第36条に基づく労使

協定（サブロク協定）の締結（ 時間外労働の上限等を決める）と所轄労働基準監督署長への届出が必要

建設事業の内、災害時における復旧及び復興の事業に限り、 令和６年4月1日以降も一部の規定は適用されない。

「災害時における復旧・復興時事業」の「対象」と時間外労働の上限規制の「イメージ」

法定労働時間
１日８時間
１週４０時間

法律による上限（原則）
月45時間
年360時間

法律による上限の
年720時間以内は
適用される

１年間＝12か月

年間６か月までが限度
複数月80時間以内、
月100時間未満は
適用されない

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和26年法律第97号）の適用を受ける災害復旧事業

災害協定、発注者の指示に基づく災害復旧事業

複数年にわたって行う復興の事業 等

法定休日

時間外労働は

年720時間以内、月45時間超えは、年６か月が限度

複数月80時間以内、月100時間未満など
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災害時における時間外労働規制

労働基準法 第１３９条と 労働基準法 第３３条

労基法第33条
災害時における復旧及び復興の事業

労基法第139条

人命・公益の保護のため社会的要請が強いため目的

災害その他避けることのできない事由
によって、臨時の必要がある場合
（建設の事業に限らない）

災害時における復旧及び復興の事業
（建設の事業に限る）

対象

事前の許可又は事後の届出
・事業場単位で申請／届出を行う
・許可申請書／届に、時間延長・休日労働を必要とする事由、
期間・延長時間、労働者数を記載する

36協定を届出
・建設事業としての36協定の中で、特別条項として「災害時お
ける復旧及び復興の事業に従事する場合」について協定する

手続

36協定で定める限度と別に
時間外・休日労働を行わせることができる

36協定で定める範囲内で
時間外・休日労働を行わせることができる

効果

適用なし

災害時における復旧及び復興の事業については、
【適用なし】
・時間外労働＋休日労働の合計

単月100時間未満
複数月平均80時間以内

【適用あり】
・年720時間の上限
・月45時間超は６か月の限度

上限
規制

支払必要
割増賃
金

労基法第１３９条： 36協定の特別条項として、１か月の上限時間を超えた時間を予め締結することが可能

労基法第３３条：労基署への許可申請により、36協定の限度とは別に時間外・休日労働を行わせることが可能
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建設業界における働き方改革のとりくみ（令和６年度）

国民の命と暮らし
を守り抜く

新たな国土形成計画

新しい資本主義を加速

「基本的な考え方」
Ⅰ 国民の安全・安心の確保
Ⅱ 持続的な経済成長の実現
Ⅲ 個性を生かした地域づくりと分散型国づくり

「公共事業の適確な推進」
○社会資本整備は未来への投資
〇公共事業の効率的かつ円滑な実施、順調な執行

新・担い手３法を踏まえ、
〇施工時期等の平準化や適正価格・工期での契約
〇必要な変更契約等による適切な価格転嫁
〇国庫債務負担行為の積極的な活用
○地域企業の活用に配慮した適正規模での発注
○新技術の導入やi-Ｃonstructionの推進
○災害に備えた防災体制の拡充・強化
○建設資材価格の変動への対応
○建設キャリアアップシステムの普及
○技能者の賃金引き上げ
○週休２日の実現
○外国人技能労働者の受入・育成
○防災体制等の拡充・強化

※国土交通省の
「令和６年度予算
概要」より

実現のために

＜3本柱＞

新時代に地域力をつなぐ
国土の実現
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働き方改革・担い手確保を実現するための北陸地整における取組

建設業の働き方改革・担い手確保を実現するため、北陸地方整備局において各種取組を実施。
中長期的な建設業の担い手を確保し、地域の安全・安心や経済を支える。

適正利潤の確保

▮ 物価高騰に対応した適正な積算

賃金水準や物価水準の変動に対応したスラ
イド制度や見積活用型積算による適正な
予定価格の設定

全体スライド
緩やかな価格水準の変動への措置

単品スライド

特定の資材価格の急激な変動への
措置

インフレスライド

急激な価格水準の変動への措置

見積活用型積算方式

標準積算と実勢価格との乖離への
対応

▮ 適正工期の設定、工期の平準化

・国債･繰越の活用等で施工時期の平準化
を実施

▮ 2024年問題への対応

・時間外労働について災害、除雪時の適用
を説明会等で周知

▮ 週休２日適正工期
発注者宣言の創設

・週休２日の確保など適正な工期設定にむ
け、発注機関と受注者の一体的な取組の
推進

変わる待遇･働き方

▮ 建設業の給与改善

▮ 週休２日推進に向けた統一的現場閉所

▮ ウィークリースタンスの更なる高み

▮ 気候変動に対応した適切な工期・
作業環境へ

気候に左右されない 作業環境を確保

令和６年３月労務単価、対前年度比、全職
種で全国平均で5.9％の増
北陸３県（新潟県、富山県、石川県）にお
いては平均で７．７％の増
施工合理化調査などの調査を通じて、標準歩
掛等の改定を切れ目なく実施

○ これまで業務で行っていた、ウィークリー
スタンスを工事にも適用

①月曜日を依頼期限としない

②水曜日定時帰宅に心がける
③金曜日に依頼しない
④ﾗﾝﾁﾀｲﾑ・ｵｰﾊﾞｰﾌｧｲﾌﾞﾉｰﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

（昼休みや午後５時以降の打ち合わせをしない）

⑤イブニング・ノーリクエスト
（定時間際、定時後の依頼をしない）

⑥金曜日も定時の帰宅を心掛ける

未来につながる建設現場
▮ BIM/CIM原則化と受発注者コミュニ
ケーション等への更なる活用

３Dモデルの活用や遠隔臨場の拡大を推進
３Dモデルを活用した工事概要の説明
遠隔臨場を活用した工事検査の試行

▮ ICT施工の更なる展開

現場作業を分析し、工事全体の生産を向上

▮ 工事書類のデジタル化・簡素化

情報共有システムの活用で監督検査等
の効率化

工事書類の簡素化リーフレットの改訂

▮ プレキャスト製品や新技術の導入･活用

プレキャスト活用促進工事で実践
省人化による施工日数の低減

▮ 若手技術者の育成

工事施工において秀でた若手技術者を表彰
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北陸の元気を支える建設業の未来創造アクションプラン 「北陸けんせつミライ２０２４」
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令和６年３月から適用する公共工事設計労務単価

◇令和６年３月から適用する公共工事設計労務単価は、前回改定と比較し全国平均で５．９％の増
北陸３県（新潟県、富山県、石川県）においては平均で７．７％の増

※平成23年度から「屋根ふき工」を除く ※平成27年度は「屋根ふき工、石工、ブロック工、さく岩工、タイル工、建具工、建築ブロック工」を除く
※平成29年度から「石工（富山県、石川県）、「山林砂防工（新潟県）」、「ブロック工、屋根ふき工、タイル工、建築ブロック工」を除く
※令和2年度から「石工（富山県、石川県）、ブロック工（富山県、石川県）、タイル工（富山県、石川県）、山林砂防工（新潟県）、屋根ふき工、建築ブロック工」を除く
※令和3年度から「石工（富山県、石川県）、ブロック工（富山県、石川県）、タイル工（富山県、石川県）、屋根ふき工、建築ブロック工」を除く

［全国全職種単純平均 ２８，９５１円（対前年度比 ＋５．９％増 １，６１６円増）］
北陸３県（全職種単純平均）

新潟県 ２９，８７８円（対前年度比 ＋７．５％増 ２，０９６円増）
富山県 ３０，７７０円（対前年度比 ＋７．４％増 ２，１２０円増）
石川県 ３０，８９８円（対前年度比 ＋８．２％増 ２，３３９円増）

［３県平均 ３０，５１５円（対前年度比 ＋７．７％増 ２，１８５円増）］ ※北陸地方整備局計算値

Ｈ9年

度
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度
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度
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度
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度
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度
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度
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度

Ｈ26年

度

Ｈ27年

度

H28年

度

H29年

度

H30年

度
R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

新潟県 23,416 23,138 22,326 19,606 19,186 18,546 17,816 17,182 16,836 16,718 16,488 16,206 16,227 15,856 15,852 15,846 17,992 19,314 20,580 22,122 23,100 23,863 25,054 25,265 25,453 26,304 27,782 29,878

富山県 23,300 23,230 22,436 21,006 19,718 19,070 18,368 17,676 17,370 17,320 17,057 16,804 16,788 16,398 16,382 16,388 18,580 19,762 21,102 22,698 23,687 24,467 25,693 25,976 26,202 27,128 28,650 30,770

石川県 23,294 23,278 22,366 21,048 19,836 19,240 18,428 17,772 17,494 17,406 17,127 16,869 16,843 16,414 16,377 16,445 18,588 19,846 21,105 22,691 23,661 24,461 25,630 25,946 26,170 27,093 28,559 30,898
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令和６年度公共工事設計労務単価の推移

51職種

１２年連続の上昇
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令和６年３月から適用する公共工事設計労務単価（12職種）

◇令和６年３月から適用する公共工事設計労務単価（12職種）は、前回改定と比較し全国平均で６．２％の増
北陸３県（新潟県、富山県、石川県）においては平均で６．５％の増

［全国１２職種単純平均 ２３，５４８円（対前年度比 ＋６．２％増 １，３６９円増）］
北陸３県（１２職種単純平均）

新潟県 ２３，９８３円（対前年度比 ＋６．４％増 １，４３３円増）
富山県 ２５，２０８円（対前年度比 ＋６．２％増 １，４６６円増）
石川県 ２５，２５８円（対前年度比 ＋７．０％増 １，６５０円増）

［３県平均 ２４，８１６円（対前年度比 ＋６．５％増 １，５１６円増）］ ※北陸地方整備局計算値

（参 考） 主要12職種 …… 特殊作業員、普通作業員、軽作業員、とび工、鉄筋工、
特殊運転手、一般運転手、型枠工、大工、左官、交通誘導員A･B

Ｈ9年度
Ｈ10年

度

Ｈ11年

度

Ｈ12年

度

Ｈ13年

度

Ｈ14年

度

Ｈ15年

度

Ｈ16年

度

Ｈ17年

度

Ｈ18年

度

Ｈ19年

度

Ｈ20年

度

Ｈ21年

度

Ｈ22年

度

Ｈ23年

度

Ｈ24年

度

Ｈ25年

度

Ｈ26年

度

Ｈ27年

度

Ｈ28年

度

Ｈ29年

度

Ｈ30年

度
R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

新潟県 21,830 20,273 19,591 15,709 15,900 15,291 14,536 13,855 13,564 13,473 13,008 12,858 12,967 13,000 12,867 12,792 14,458 15,558 16,433 17,917 18,525 19,192 20,175 20,467 20,517 21,250 22,550 23,983

富山県 21,740 20,655 20,036 18,255 17,273 16,700 15,955 15,182 14,836 14,655 14,025 13,933 13,992 13,850 13,592 13,475 15,208 16,125 17,242 18,892 19,517 20,217 21,225 21,492 21,642 22,442 23,742 25,208

石川県 21,710 20,873 19,864 18,527 17,318 16,873 16,018 15,427 15,109 14,882 14,167 14,075 13,958 13,725 13,575 13,483 15,225 16,275 17,250 18,850 19,467 20,150 21,108 21,425 21,542 22,342 23,608 25,258

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000

21,000

22,000

23,000

24,000

25,000

26,000

令和６年度公共工事設計労務単価の推移 5主要12職種

１２年連続の上昇

（参 考） 主要12職種 …… 特殊作業員、普通作業員、軽作業員、とび工、鉄筋工、
特殊運転手、一般運転手、型枠工、大工、左官、交通誘導員A･B

12



週休２日の「質の向上」の拡大に向けた取組み

○ 原則すべての直轄工事を発注者指定方式で完全週休２日（土日）にて発注、当初から経費補正による計上、工事
工程表・条件明示チェックリストを入札公告時に開示【新規】

○ 完全週休２日（土日）実現に向けた取組みとして、土日閉所（交替制適用工事の場合は休日率）の達成状況を確
認（施工計画書に法定休日・所定休日を記載し、発注者による月１回程度の確認）【新規】

○ 取組状況が十分でない場合は、受発注者双方において要因を分析し、改善に取り組む【継続】
○ 完全週休２日（土日）を実現した受注者は、工事成績評定で加点【新規】
○ 猛暑日（WBGT値31以上の時間から日数を算定）を考慮した雨休率を設定するとともに、官工程で見込んでいる以

上に作業不能日が確認された場合には、適切に工期延期及び延期日数に応じた費用を精算【継続】

H29

(2017)

H30

(2018)

H31・R1

(2019)

R2

(2020)

R3

(2021)

＜取り組みイメージ＞

R4

(2022)

R5

(2023)

R6

(2024)

100%

発
注
者
指
定

方
式
を
開
始

0%

受注者希望方式

発注者指定方式

交替制モデル

実績値 イメージ

全
て
の
工
事
で

発
注
者
指
定

方
式
で
発
注

を
開
始

（Point！）
Ｒ６は休日の質の向上を目指し、
すべての直轄工事を発注者指定方式
で完全週休２日（土日）にて発注

■週休２日対象工事の（週休２日の質の向上）拡大の方向性
完
全
週
休
２
日(

土

日
閉
所)

の
実
現
を

目
指
す
取
組
み
を

開
始

週休２日モデル（現場
閉所）

完全週休２日（土日）
（完全週休２日モデル）

月単位の週休２日交替制

月単位の4週8休

13



週休２日の発注方式の基本的考え方

社
会
的
影
響
（制
約
の
多
さ
）

緊急度（工事の緊急性）

高

高

低

低

週休２日
モデル

交替制
モデル

実 施
困 難

災害復旧工事
（緊急を要するもの）

災害復旧工事
（その他）

河川工事

河川・道路構造物工事 海岸工事

道路改良工事

鋼橋架設工事

PC橋工事

橋梁保全工事

舗装工事

共同溝等工事

トンネル工事

砂防・地すべり等工事

河川・道路維持工事・道路除雪工事

下水道工事

公園工事 Ｃｏダム工事

フィルダム工事

電線共同溝工事

情報ボックス工事

注）あくまで目安であり、個別の現場条件等に基づき判断すること

営繕工事
機械設備工事
電気設備工事

道路除雪工事
（災害級の豪雪）

週休2日

対象外

【基本的考え方】
①対象外を除く
すべての工事を「発
注者指定方式」で発

注
②週休2日モデル・
交代制モデルのいず

れかを選択

社会的影響や

緊急度を勘案し

２つのモデル工事

のいずれかを選択

14



週休２日工事及び交替制工事の間接工事費の補正（令和6年度）

○H29年度より現場閉所の状況に応じた週休２日工事の経費補正を実施中。実態調査の結果を踏まえ、
Ｒ６年度も補正係数を継続
○Ｒ１年度より試行を開始した交替制による休日確保を推進する工事の補正係数をR６年度も継続
○工期全体（通期）の4週8休(工期全体（通期）の週休２日)に対する経費補正を継続するとともに、
休日の質の向上のさらなる推進のため、月単位の4週8休(月単位の週休２日)に対する補正係数を新設

現場閉所の補正係数

交替制の補正係数

※工期全体（通期）、月単位の週休２日の達成に応じて上記の補正係数を適用。

※工期全体（通期）、月単位の週休２日の達成に応じて上記の補正係数を適用。

1515



週休２日工事及び交替制工事の間接工事費の補正（令和6年度）

○市場単価方式による積算は、R3年度より週休２日の現場閉所の実施状況に応じた補正係数を設定
○土木工事標準単価による積算については、R6年度より週休２日の補正係数による積算方法へ見直し
○R6年度より、月単位の週休２日を踏まえた補正係数を設定。また、新たに交替制適用工事においても週
休２日補正を設定

週休２日工事における市場単価積算の補正係数の設定 週休２日工事における土木工事標準単価積算の補正係数の設定

※表（市場単価、土木工事標準単価）は適用工種の一部抜粋。 16



週休２日適正工期宣言制度について

建設業界における「働き方改革」、「週休２日の確保」の推進を図るため、北陸ブロック発注者協
議会として、宣言制度を創設。
受発注者双方で取り組みを『宣言』し、市町村工事も含め週休二日を促す。

受注者（企業）用発注者用
ロゴマークの使用について

ロゴマークについて
「週休２日」の取得により、休日が増え、家族と過ご
す様子をピクトグラムでシンプルに表現。

受発注者双方の意識の変化を促すため、
「change！！」というメッセージを組み合わせて表現。

【ロゴマークの使用例】
• ウェブサイト、ヘルメット、建設現場の看板や仮囲い等、名刺、ポスター、チラシ など

週休２日工事に取り組んでいます

発注者は、「週休２日」を確保できる“適正な工
期設定”を行い発注していることを『宣言』

受注者は、従業員が「週休２日」を取得でき、
働きやすい職場環境の整備に取り組んでいる
ことを『宣言』

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ を
な お し て い ま す

週休２日工事に
取り組んでいます

○○○○○○○を

な お し て い ま す

17



18

「週休２日適正工期発注宣言」 「週休２日取組企業宣言」 宣言機関・企業

令和６年１１月２２日時点

「週休２日適正工期発注宣言」宣言機関一覧 「週休２日取組企業宣言」宣言企業一覧

※ 宣言年月は事務局へ宣言の報告を頂いた年月を記載しています。

番号 商号又は名称 本店所在地 宣言年月
※

1 共和土木 株式会社 富山県黒部市荒俣１６００ 令和６年４月

2 株式会社 鈴木組 新潟県村上市平林９７－１ 令和６年４月

3 株式会社 グリーンシグマ 新潟県新潟市西区坂井７００－１ 令和６年４月

4 株式会社 近藤組 新潟県佐渡市相川大間町４５ 令和６年４月

5 石川建設工業 株式会社 石川県金沢市桂町ホ８５ 令和６年４月

6 東亜道路工業 株式会社 東京都港区六本木７－３－７ 令和６年５月

7 株式会社 小林組 新潟県阿賀野市曽郷３０２ 令和６年５月

8 株式会社 佐藤渡辺 東京都港区南麻布１－１８－４ 令和６年５月

9 株式会社 明翫組 石川県金沢市泉野町６－１５－１５ 令和６年５月

10 大成ロテック 株式会社 東京都新宿区西新宿８－１７－１ 令和６年５月

11 株式会社 曙建設 新潟県長岡市干場２－１７－９ 令和６年５月

12 福田道路 株式会社 新潟県新潟市中央区川岸町１－５３－１ 令和６年６月

13 北陸パブリックメンテナンス 株式会社 新潟県新潟市江南区横越上町４－１０－７ 令和６年６月

14 世紀東急工業 株式会社 東京都港区芝公園２－９－３ 令和６年６月

15 株式会社 飯作組 富山県下新川郡入善町五十里２５０ 令和６年６月

16 桜井建設 株式会社 富山県黒部市新町１ 令和６年６月

17 道路技術サービス 株式会社 富山県射水市橋下条５２７ 令和６年６月

18 株式会社 レックス 新潟県新潟市中央区南長潟１２－１０ 令和６年６月

19 株式会社 帆苅組 新潟県阿賀野市保田１１１１ 令和６年６月

20 株式会社 中越興業 新潟県長岡市喜多町１０７８－１ 令和６年６月

21 株式会社 新興 富山県黒部市若栗３０２－１ 令和６年６月

22 真柄建設 株式会社 石川県金沢市彦三町１－１３－４３ 令和６年６月

23 大河津建設 株式会社 新潟県燕市分水あけぼの１－１－７２ 令和６年６月

24 株式会社 伊藤組 新潟県新発田市島潟１２７３－１ 令和６年７月

25 丸運建設 株式会社 新潟県新潟市中央区幸西１－４－２１ 令和６年７月

26 大高建設 株式会社 富山県黒部市宇奈月温泉６３３－１ 令和６年７月

27 黒鳥建設 株式会社 新潟県新潟市西区黒鳥３７４７－３ 令和６年７月

28 酒井工業 株式会社 石川県金沢市東力町ニ１７０ 令和６年７月

29 株式会社 西方組 新潟県新潟市西区坂井１－１９－３４ 令和６年７月

30 株式会社 巴山組 新潟県東蒲原郡阿賀町九島１２７０ 令和６年７月

31 北本建設 株式会社 新潟県新潟市秋葉区中沢町１０－４２ 令和６年７月

32 株式会社 原組 新潟県新潟市江南区割野２８８３－１ 令和６年７月

33 安達建設 株式会社 富山県南砺市野田４２５－７ 令和６年７月

34 丸高工業 株式会社 新潟県新潟市東区山木戸８－１－１３ 令和６年７月

35 創和ジャステック建設 株式会社 新潟県糸魚川市大町１－５－２９ 令和６年８月

36 株式会社 のとさく 石川県珠洲市上戸町北方い部３１－１ 令和６年８月

37 株式会社 廣瀬 新潟県新潟市西区善久８２３ 令和６年８月

38 株式会社 河合組 石川県野々市市押野４丁目２２２ 令和６年８月

39 日本サミコン 株式会社 新潟県新潟市中央区弁天橋通1-8-23 令和６年８月

40 株式会社 水倉組 新潟県新潟市西蒲区巻甲５４８０番地 令和６年８月

41 丸建道路 株式会社 石川県金沢市小坂町西75番地 令和６年８月

42 株式会社 谷村建設 新潟県糸魚川市寺町1丁目6番35号 令和６年８月

43 山隆リコム 株式会社 新潟県五泉市三本木２－１－１４ 令和６年８月

44 株式会社 興和 新潟市中央区新光町６番地１ 令和６年８月

45 株式会社 福田組 新潟市中央区一番堀通町３－１０ 令和６年８月

46 株式会社 トーホー 新潟市西区黒鳥１４５０番地 令和６年９月

47 株式会社 日伸設備 新潟市江南区曽川甲３８０－１８ 令和６年９月

48 廣川建設工業 株式会社 富山県下新川郡入善町古黒部３１２４番地 令和６年９月

49 株式会社 吉田建設 新潟県新潟市西蒲区赤鏥１３０７－１ 令和６年９月

50 株式会社 植木組 新潟県柏崎市駅前１－５－４５ 令和６年９月

51 株式会社 大野建設 新潟県新潟市秋葉区新津４５３４番地２ 令和６年９月

52 株式会社 田中組 新潟県新潟市中央区上大川前通三番町２５番地７ 令和６年９月

53 豊和建設 株式会社 新潟市中央区一番堀通町５９３８－３０ 令和６年１０月

54 小柳建設 株式会社　 新潟県加茂市青海町1丁目5番7号 令和６年１０月

55 株式会社 星野組 新潟県長岡市沢田２丁目１１－５ 令和６年１１月

56 株式会社 氏田組 新潟県燕市分水あけぼの一丁目１番地７２ 令和６年１１月

番
号 機関名 発注宣言 宣言年月※ 宣言状況

1 国土交通省 北陸地方整備局 ○ 令和６年４月 https://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/burokkukouhyou/declaration/index.html

2 海上保安庁 第九管区海上保安本部 ○ 令和６年７月 ポスター掲示

3 農林水産省 北陸農政局 ○ 令和６年９月 https://www.maff.go.jp/hokuriku/bid/syukyu_futuka_tekisei.html

4 新潟県 ○ 令和６年６月 https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/gijutsu/sengen.html

5 新潟市 ○ 令和６年６月 https://www.city.niigata.lg.jp/business/doboku/doboku_hoshin/2days_sengen.html

6 長岡市 ○ 令和６年７月 ポスター掲示

7 柏崎市 ○ 令和６年７月 https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/zaimubu/keiyakukensaka/2/1/3/43161.html

8 上越市 ○ 令和６年８月 ポスター掲示

9 阿賀野市 ○ 令和６年７月 https://www.city.agano.niigata.jp/soshiki/kanzaika/nyusatsu_keiyaku/2/13181.html

10 富山県 ○ 令和６年５月 ポスター掲示

11 富山市 ○ 令和６年４月 ポスター掲示

12 高岡市 ○ 令和６年５月 https://www.city.takaoka.toyama.jp/soshiki/kanzaikeiyakuka/2/3/1/3/10699.html

13 氷見市 ○ 令和６年８月 https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/soshiki/zaimuka/2_1/9960.html

14 黒部市 ○ 令和６年６月 https://www.city.kurobe.toyama.jp/category/page.aspx?servno=38537

15 南砺市 ○ 令和６年９月 https://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/info/detail.jsp?id=27706

16 石川県 ○ 令和６年７月 https://www.pref.ishikawa.lg.jp/gijyutsu/hattyuusenngenn.html

17 金沢市 ○ 令和６年７月 ポスター掲示

18 七尾市 ○ 令和６年１１月 https://www.city.nanao.lg.jp/kanri/jigyosha/nyusatsu/nyusatsu/syuukyuufutukasengen.html

19 小松市 ○ 令和６年１０月 ポスター掲示

20 輪島市 ○ 令和６年９月 ポスター掲示

21 白山市 ○ 令和６年７月 https://www.city.hakusan.lg.jp/machi/nyusatsu/1003462/1012955.html

22 野々市市 ○ 令和６年８月 https://www.city.nonoichi.lg.jp/soshiki/4/54853.html

23 津幡町 ○ 令和６年９月 https://www.town.tsubata.lg.jp/division/kanri/nyusatsu_kitei.html#nyusatsu_sengen.html

24 内灘町 ○ 令和６年８月 ポスター掲示

25 宝達志水町 ○ 令和６年７月 ポスター掲示

26
（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構
北陸新幹線建設局 ○ 令和６年５月 ポスター掲示



週休２日推進に向けた統一的現場閉所の取り組み

時間外労働規制適用

４週８休の確保

令和６年度令和６年度

令和４年度令和４年度

月３回の
「統一的な現場閉所」

月２回の
「統一的な現場閉所」

令和２、３年度令和２、３年度

令和元年度令和元年度

大型連休、３連休における
休日の確保

大型連休、３連休における
休日の確保

大型連休、３連休の
「統一的な現場閉所」

令和６年度も、年間を通じての取り組みを実施。
毎週土曜日・日曜日を「現場閉所の統一日」に設定。
※現場条件等から土曜日・日曜日の閉所が困難な場合は土日に関わらず「４週８休」を確保。

北陸ブロック発注者協議会における統一的な現場閉所「第７弾」の取組み

令和５年度令和５年度

月４回の
「統一的な現場閉所」
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建設業における週休２日への取り組み状況と今後の課題

88.2

8.4

3.0

0.3
0.1

月当たり平均残業時間（事務所）

15時間未満

15時間以上30時間未満

30時間以上45時間未満

45時間以上60時間未満

60時間以上

作業所閉所状況（2018～2023年上半期）
出典：（一社）日本建設業連合会「週休二日実現行動計画2023年度上半期 フォローアップ 報告書」（R5.12）

単位：閉所作業所数
調査対象：日建連会員141 社、回答企業数104 社、事業所数合計：13,236 現場 （土木 6,773 現場、建築： 6,463 現場）

「全事業所」では、4週8閉所以上は49.4％ 「土木」では、4週8閉所以上は62.6％ 「建築」では、4週8閉所以上は35.6％

現場閉所の実施は、改善傾向にあるが、令和５年度上半期において、「全事業所」では、４週８閉所以上は
49.4％（2023年上半期実績）であり、未だ半分以下となっている。４週７閉所は63.5％、４週６閉所78.4％
特に「建築」での実施率が低く、4週8閉所以上は35.6％（2023年上半期実績）である。

残業時間の状況について（令和４年度実績）
出典：（一社）全国建設業協会「働き方改革の推進に向けた取組状況等に関するアンケート調査」（R5.9.28）

調査対象：各都道府県建設業協会会員回答者数：3,146社（回答率17.0％）
調査時期： R5.7.1現在 （土木 2,006社、建築399社、土木建築672社、その他69社）

月当たりの平均残業時間数は、現場、事務所共に「15時間未満」が最多。
その割合は事務所 88.2％に対して、現場は61.1％にとどまるなど、現場での平均残時間数が総じて長い。
現場での45時間以上60時間未満は、3.3％、60時間以上は0.5％である。

土日閉所の完全週休２日には至らないものの、週休２日と言う枠組
みでＲ６改正労働基準法の適用に向け業界として取組み、残業時間
の改善も何とか抑制している傾向有り。
残業時間の上限規制をクリアするためには、工期全体では無く、週
休２日を月単位で確実に達成出来る環境整備が必要。

➩「休日の量確保」＞「休日の質向上」にシフト
➩「工期単位で週休２日」＞「月単位に見直し」に方向転換
➩ICT施工の導入、二次製品、書類の簡素化等の利用促進。

ただし、担い手の確保、新規職員の採用に向けた将来的な目標は、
土日閉所の完全週休２日を「質の向上」に掲げ統一的な閉所を設定。

62.6%

57.2%

49.4%

44.1%

36.7%

28.2%

35.6%

34.3%

32.6%

31.9%

23.9%

19.1%

49.4%

45.2%

40.8%

37.9%

30.0%

23.6%

61.1
23.4

11.6

3.3 0.5

月当たり平均残業時間（現場）

15時間未満

15時間以上30時間未満

30時間以上45時間未満

45時間以上60時間未満

60時間以上
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ウィークリー・スタンスの更なる高み

平成26年度より、一週間における受発注者相互のルールや約束事、スタンスを目標と定め、計画的に業務を履行することに
より業務環境等を改善し、品質確保に寄与する「ウィークリースタンス」を全ての土木関係建設コンサルタント業務、測量業務、
地質調査業務において実施。また、実施可能な工事において、検討するとしていた。
平成５年度より北陸地方整備局が発注する全ての土木工事においても本取り組みを適用。

①マンデー・ノーピリオド（月曜日は依頼の期限日としない）
②ウェンズデー・ホーム（水曜日は定時の帰宅に心がける）
③フライデー・ノーリクエスト（金曜日に依頼しない）
④ランチタイム・オーバーファイブ・ノーミーティング（昼休みや午後５時以降の打ち合わせをしない）
⑤イブニング・ノーリクエスト（定時間際、定時後の依頼をしない）

【以下は、任意で実施】
⑥金曜日も定時の帰宅を心掛ける
⑦その他、任意で設定する取組（受発注者間で合意した事項）
※初回打合せにおいて、受発注者間で取組内容を定めるものとし、確認及び情報報告等は、業務スケジュール管理表等を活用する。

なお、災害対応等の業務遂行上緊急の事態が発生した場合には、受発注者間で対応について協議するものとする。

月 火 水 木 金 土 日 月 ・・・

①
依
頼
期
限
と
し
な
い

②
定
時
帰
宅
に
心
か
け
る

③
金
曜
日
に
依
頼
し
な
い

休養

④昼休みや午後５時以降の打ち合わせをしない
⑤定時間際、定時後の依頼をしない

※青字アンダーライン箇所はR５より追加

①
依
頼
期
限
と
し
な
い
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適切な工期設定に向けた工程情報の開示

対象：全ての工事
（週休2日に取組む工事以外も含む）

○○工事 工期 20○○/○○/○○～20○○/○○/○○ (○○○日)

【全体工程表】

4/1 4/21 5/11 5/31 6/20 7/10 7/30 8/19

0 20 40 60 80 100 120 140

準備工

道路土工

石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工

舗装工

仮設工

後片付け工

「バーチャートは、土日、祝日、夏季休暇(3日)期間を控除して表示されますが、

3

№ 工種

1

2

4

5

6

0 29

準備工_30日

35 91

道路土工_57日

115 116

道路土工_2日

33 114

石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工 赤岩下流砂防ダム部_82日

92 95

舗装工_4日

30 68

仮設工_39日

96 110

仮設工_15日

117 136

8/13～8/15(3日):夏季休暇

後片付け工_20日

②工期設定支援システムで作成した工事工程表

※「維持工事や緊急対応工事等の工期が予め決められているもの、標準的な作業ではない工事、
システムを活用した工期が実態と合わないと想定されるもの」は別途作成した工程表とする。

設計

入札・契約

公 告

・条件明示ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
・工事工程表

R3年度試行（継続）のフロー図

試行

①発注者が記載した条件明示チェックリスト

○影響を受ける工事の有無、
関連機関等との協議状況等
を特記仕様書と併せて確認
可能。

○その他にも、用地関係、
安全対策関係、工事支障物
等における施工条件の確認
が可能。

（土木工事条件明示の
手引き（案））

目的：適切な工期設定や円滑な施工の推進

※土木工事においては 維持工事や災害復旧 工事は除く
※営繕工事除く

試行

施工条件確認部会

工程調整部会

工事設計審査・施工条件検討部会

発注者分のみ記載したクリティカル工程共有表

見積参考資料として開示

【Ｒ２以降】 週休２日以外も含めた
すべての工事※で入札公告時に開示

【R１】 週休２日に取り組む工事にて
・発注者指定 ： 入札公告時
・受注者希望 ： 開示を希望した場合に配布

⇒
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工事の平準化（工事発注サイクル見直し）

工事の終期は３月末が多く、年度末に土休日施工（所定外労働時間）が増加する傾向。
工事において、当初予算からゼロ（国）債の活用が可能（H29年度～）。
事業内容に応じて、出水期前工期末（繰越）、降雪期前工期末（年内完成）を設定。
設計ストックの業務発注も含め、建設生産システム全体で施工時期の平準化を実現。

翌 年 度当 該 年 度前 年 度

上 期下 期上 期下 期

河
川
・
道
路

工
事
上
半
期

発
注
パ
タ
ー
ン

河
川
・
道
路

工
事
下
半
期

発
注
パ
タ
ー
ン

砂
防

工
事
下
半
期

発
注
パ
タ
ー
ン

公

告

契

約

完

成

施工
発注
手続き

公

告

契

約

施工
発注
手続き

公

告

契

約

完

成

施工

発注
手続き

公

告

契

約

施工

発注
手続き

ゼロ（国）債
の活用

ゼロ（国）債
の活用

１１月

５月

施工
完

成

５月

公

告

契

約

完

成

施工

発注
手続き 公

告

契

約

施工

発注
手続き

１２月

施工 完

成

１２月

施工 完

成

１１月
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書類作成業務のさらなる負担軽減

今年４月から時間外労働規制が建設業に適用されることを踏まえ、受注者（特に現場技術者）を対象に工
事関係書類の業務削減に向けた５つの支援メニューを実施する。

「工事書類スリム化のポイント」の横展開 「検査書類限定型工事」の実施拡大

『２０２４働き方改革対応相談窓口』の設置について

工事関係書類の標準様式の展開

○「工事書類スリム化のポ
イント」等を盛り込んだ、
ガイドライン・リーフレッ
ト等を作成し、受発注者の
隅々まで展開

○完成工事における工
事検査書類を４４種類
から１０種類に限定す
る工事を“原則、実施”
することとし、「書類
限定検査」として標準
化

○国交省標準様式をＨＰで公表
○都道府県・政令市との会議等を通じ、地域の実情を配慮した対応が図られるよう、九州沖縄
ブロックの好事例の周知等、情報提供を行う

○各地方整備局のHP等に受注
者等からの各種相談窓口
『２０２４働き方改革対応
相談窓口』を設置

（Ｒ４実績調査）

書類関係業務の積算計上

○工事実施に必要な書類関係業務の外注に要する経費
等を令和５年度諸経費動向調査において調査項目に明
示的に新設し調査した上で、積算の更なる適正化を推
進

直轄
工事
での
取組

自治
体と
の連
携

各地整の2024働き方改革対応相談窓口一覧（イメージ）

名称 担当課 電話番号 URL
北海道 ●●相談窓口 ●●部●●課 ●●-●●● https://www.～
東北 2024働き方改革相談窓口 ・・・ ・・・ https://www.～
関東 ●●ホットライン ・・・ ・・・ https://www.～
北陸 ・・・ ・・・ ・・・ https://www.～
中部 ・・・ ・・・ ・・・ https://www.～
近畿 ・・・ ・・・ ・・・ https://www.～
中国 ・・・ ・・・ ・・・ https://www.～
四国 ・・・ ・・・ ・・・ https://www.～
九州 ・・・ ・・・ ・・・ https://www.～

地整
相談窓口

令和５年度 秋季 九州沖縄ブロック土木部長等会議

書類限定検査

書類限定検査のイメージ
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工事書類スリム化ガイド～現場技術者の負担軽減のために～の策定

○建設現場における生産性向上・働き方改革の実現に向けて、工事書類のスリム化や受注者・発注者間における
役割分担の明確化等、現場技術者の負担を軽減するための観点を示すとともに、具体的な取組み事例を紹介す
るもの。

現場技術者の負担軽減を図るための取組み

１．受注者と発注者の適切な役割分担

３．真に必要な書類のみを適時作成

４．電子データの活用によるペーパーレス化

５．情報通信機器の活用等により、各種打ち合
わせ・段階確認・検査等を効率化

２．受注者と発注者のコミュニケーションによ
る円滑な施工

双方の役割分担や責任区分を明確化し、受注者への要求を適正化します。

工事円滑化推進会議の開催により、工程の停滞、施工計画書等の作り直し、下請契

約や材料手配等の手続きのやり直しを回避します。

不要な資料を作らない・求めないようにします。

ペーパーレス化により、紙資料のコピー・ファイル綴じ作業の削減、二重提出を不要と

します。

関係者の移動や待ち合わせ、準備等にかかる時間を削減します。

［５つの要点］

現場技術者の負担軽減を図るための取組
みとして、５つの要点を柱に、具体的な取
組み事例を42項目示して解説
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工事円滑化推進会議の改良・改善

○工事の円滑化４点セットを活用した、
工事円滑化推進会議の開催により受
発注者間のコミュニケーションの充
実。（平成２０年１１月～）

○さらに平成２７年度から規模の大き
い事業の工事において「工事・事業
情報共有部会」を試行。

○平成２９年度より工事工程の調整に
より、効率的な工事の進捗・完成を
図る「工程調整部会」及び「施工条
件確認部会」を原則全ての工事で実
施。

○「工事書類スリム化ガイド」の策定
をうけ「施工条件確認部会」の段階
で本ガイドを受発注者間で確認する
ことを規定。

※ 「円滑化４点セット」は、北陸地方整備局HP に掲載
↓

https://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/kijyun.html 26



気候変動に対応した適切な工期・作業環境

• 近年、猛暑や豪雨等の異常気象により、厳しい気象条件の中での施工が余儀なくされている
• また、担い手不足や労働者の高齢化も進んでおり、働き方改革と労働環境改善が重要
• 課題を解消する一つとして、工事現場を大型テント等で囲う「快適スーパーハウス（仮称）」により、

気象条件に影響されることなく通年施工が可能

出典：通年施工推進協議会HP

気象条件に影響されることなく、工程管理の確実性が向上
（確実な週休２日の確保が可能）
強風下での転落や凍結による足場上のスリップなどが防止
でき、雨具・防寒具不要などにより安全性、快適性も向上
ロス時間の解消、労働環境改善による作業効率アップなど
により作業能率が向上
レベルの高い品質管理が容易
建設業界のイメージアップが図られる

＜期待できる効果＞

ウェザ・シェルター（Gタイプ） スーパー仮囲い（エアー・ドーム型） コンプレッサーを使用した空調設備

[猛暑に対応した工期改善イメージ]

令和６年度 ３～５件程度モデル工事を発注予定 27



コンクリート工の生産性向上に関する取り組み

北陸ではプレキャスト化が進んでいる中、今後、更なる生産性向上を図るため、

工場製品による屋内作業化や新技術・新工法による現場作業の省人化など、

要素技術（プレハブ鉄筋、ハーフプレキャスト等）をより活用することを検討

プレハブ鉄筋も使用

プレハブ鉄筋 ハーフプレキャスト

これまでの北陸地域での取組み

➣積雪寒冷特別地域である北陸地方では、冬期の作業条件が厳しいため、従来から
公共事業の平準化（通年施工）、省力化、省人化等を目的として、コンクリート構造
物のプレキャスト化などに取り組んできた（コンクリート工の生産性向上）

令和６年度 ３～５件程度モデル工事を発注予定
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遠隔臨場

①スマートグラス、ＰＣを全事務所に配備
②スマートグラス、スマートフォンにより全て
の監督員が実施可能
③ＰＣにより多様な遠隔臨場システムに対応

事務所配備の遠隔臨場機器

スマートグラス、スマートフォン
等

遠隔臨場用ＰＣ

検査状況（検査官側） 寸法確認状況

検査状況（受注者側）

○遠隔臨場による工事検査（完成検査、中間技術検査、既済部分検査、完済部分検査）、段階確 3認、材料確認及
び立会等を、全ての工事に適用。

○なお、現場条件、検査・確認項目の適応性、受発注者間の調整を踏まえ、従来方法（対面、 現場実地等）を選択す
ることも可能。

※受発注者間の調整：現場状況の詳細把握、現場での学びや技術力の向上、受発注者 間のコミュニケーション強化
等のため、すべてを遠隔臨場によ ることにこだわらず、受発注者間で調整を図りながら遠隔臨場 を活用。
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[遠隔臨場を活用した工事検査の試行]


